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三
六
八

は
じ
め
に

法
令
の
な
か
に
は
、
歴
史
に
対
し
て
特
定
の
見
解
を
表
明
し
た
り
、
反
対
の
見
解
に
対
し
て
罰
則
を
規
定
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
直
接

的
ま
た
は
間
接
的
に
特
定
の
歴
史
観
を
正
当
な
も
の
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
法
令
は
、「
客
観
的
意
味
が
あ
る
〝
歴
史
〟
と

主
観
的
意
味
が
あ
る
〝
記
憶
（
１
）

〟」
と
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
奇
異
な
も
の
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
し
か
存
在
し
え
な
い

「
歴
史
」
に
対
し
て
、
集
団
ご
と
に
存
在
す
る
「
記
憶
」
の
う
ち
の
一
つ
が
法
令
を
通
し
て
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（
２
）

。

こ
う
い
っ
た
歴
史
観
に
少
な
か
ら
ず
関
係
す
る
法
令
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
、「
記
憶
法
（m

em
ory law

s

）」
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。

「
記
憶
法
」
の
も
と
も
と
の
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
特
定
の
法
令
を
指
す
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
が
国
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
研
究
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
研
究
対
象
と
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
こ
う
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
記
憶

法
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

近
年
、
こ
の
「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
で
も
扱
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
り
、
そ
し
て
、
よ
り
普
遍
的
な
用
語
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
「
記
憶
法
」
は
、
我
が
国
に
お
い
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
記
憶
法
」
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
記
憶
法
」
そ
の

も
の
の
強
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
特
定
の
歴
史
的
出
来
事
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
そ
れ
は
、
本
稿
の
目
的
が
「
記
憶
法
」

に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
的
出
来
事
の
有
無
や
正
誤
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
五
一
〇
）
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三
六
九

一
　「
記
憶
法
（m

em
ory law

s

）」
と
は
何
か

（
一
）　「
記
憶
法
」
の
概
要

ま
ず
「
記
憶
法
」
と
い
う
語
は
、
比
較
的
に
新
し
い
も
の
で
あ
る
。「
記
憶
法
」
と
い
う
語
が
直
接
そ
の
名
称
に
含
ま
れ
て
い
る
法
律

と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
歴
史
記
憶
法
（L

ey de M
em

oria H
istórica （

３
））」

が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ

の
「
記
憶
法
」
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
歴
史
記
憶
法
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
な
い
。
当
然
、
何
か
を
覚
え
る
方

法
（m

ethod

）
と
し
て
の
「
記
憶
法
」
で
は
な
い
。

こ
の
「
記
憶
法
」
と
い
う
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「lois m

ém
orielles （

４
）

」
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
生
み
出

さ
れ
て
い
る
（
５
）

。
二
〇
〇
八
年
の
ア
コ
ワ
イ
エ
委
員
会
（
６
）

の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「lois m

ém
orielles

」
と
い
う
語
は
、
一
九
九
〇
年

に
制
定
さ
れ
た
ゲ
ソ
法
を
は
じ
め
と
し
た
歴
史
認
識
に
関
係
す
る
法
令
群
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
二
〇
〇
五
年
に
登
場
し
て
い

る
（
７
）

。
つ
ま
り
、「
記
憶
法
」
と
は
、「
憲
法
」
や
「
刑
法
」
の
よ
う
に
具
体
的
な
法
律
そ
の
も
の
を
指
す
語
で
は
な
く
、「
行
政
法
」
の
よ

う
な
関
連
し
て
い
る
法
律
の
総
称
な
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
書
で
は
、「
記
憶
法
」
と
い
う
語
の
存
在
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
概
念
自
体
が
ご
く
最
近
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

専
門
的
な
議
論
が
登
場
し
て
き
た
の
も
ま
た
、
最
近
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
８
）

。

当
初
、
こ
の
「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
報
告
書
に
出
て
く
る
よ
う
な
「
記
憶
法
」
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
も
つ
者
（
９
）

に

よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
強
い
皮
肉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
た
（
10
）

。
し
か
し
、
こ
の
概
念
は
、
現
在
、
中
立
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
11
）

。

な
お
、
前
述
の
報
告
書
に
お
い
て
「lois m

ém
orielles

」
と
い
う
語
が
そ
の
対
象
と
し
て
向
け
て
い
る
の
は
、
ゲ
ソ
法
（
12
）（

一
九
九
〇
年
）、

（
五
一
一
）
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ア
ル
メ
ニ
ア
法
（
13
）（

二
〇
〇
一
年
）、
ト
ビ
ラ
法
（
14
）（

二
〇
〇
一
年
）、
メ
カ
チ
ェ
ラ
法
（
15
）（

二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
（
16
）

。
ゲ
ソ
法
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
存

在
を
否
認
す
る
こ
と
へ
の
処
罰
を
、
ア
ル
メ
ニ
ア
法
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
下
に
お
け
る
一
九
一
五
年
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
虐
殺
を
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
と
す
る
認
定
を
、
ト
ビ
ラ
法
は
、
奴
隷
制
度
や
奴
隷
貿
易
が
人
道
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
の
宣
言
を
、
そ
し
て
、
メ
カ
チ
ェ
ラ
法
は
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
犠
牲
者
が
苦
痛
と
犠
牲
を
伴
っ
て
い
た
と
い
う
認
定
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
や
用
語
が
ご
く
最
近
の
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
法
令
と
記
憶
と
の
結
び
つ
き
そ
の
も
の
は
、「
記
憶
法
」
と
い

う
語
の
出
現
よ
り
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
る
（
17
）

。「
記
憶
法
」
と
い
う
語
の
嚆
矢
の
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
上
記
の
も
の
以
外
の
歴

史
に
関
す
る
法
令
も
、
一
九
九
〇
年
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
死
亡
確
認
証
書
ま
た
は
死
亡
確
認
判
決
に
『
強
制

収
容
所
で
の
死
亡
』
と
い
う
特
記
を
加
え
る
こ
と
に
関
す
る
一
九
八
七
年
一
〇
月
八
日
の
ア
レ
テ
（
18
）

」
が
あ
る
。
こ
の
ア
レ
テ
は
、
特
定
の

人
物
の
死
亡
状
況
に
関
し
て
、「
強
制
収
容
所
で
の
死
亡
（m

ort en déportation

）」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
歴
史
に
対
す
る
価
値
観
を

反
映
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
19
）

。
ま
た
、
こ
の
法
令
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
た
め
の
死
（m

ort pour la F
rance

）」
と
い
う
概

念
を
加
え
る
法
令
（
20
）

で
あ
る
（
21
）

。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
前
述
の
ア
コ
ワ
イ
エ
委
員
会
の
報
告
書
に
お
い
て
、「
記
憶
法
」
の
な
か
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
（
22
）

。
そ
の
理
由

と
し
て
、
前
者
の
ア
レ
テ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
委
員
会
が
「
記
憶
の
義
務
（le devoir de m

ém
oire （

23
））」

と
い
う
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
基
づ
い
て

「
記
憶
法
」
に
関
す
る
言
及
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
（
24
）

。
こ
の
「
記
憶
の
義
務
」
は
、「
一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
か
ら
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
公
的
な
議
論
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
（
25
）

。
ア
コ
ワ
イ
エ
報
告
書
に
よ
れ
ば
、「
記
憶
の
義
務
」

の
達
成
こ
そ
が
委
員
会
で
あ
げ
ら
れ
た
「
記
憶
法
」
の
目
標
で
あ
り
、
か
つ
、
言
及
さ
れ
た
「
記
憶
法
」
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
（
26
）

。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
法
令
が
昨
今
の
身
近
な
出
来
事
で
な
く
、
現
代
人
に
と
っ
て
遠
い
存
在
で
あ
る
こ

（
五
一
二
）
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と
が
、
そ
う
な
っ
た
考
え
ら
れ
う
る
理
由
と
さ
れ
て
い
る
（
27
）

。

こ
の
委
員
会
で
の
「
記
憶
法
」
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
対
象
と
な
る
「
記
憶
法
」
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
ア
コ
ワ
イ
エ
報
告
書
に
よ
っ
て
「
記
憶
法
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
法
令
が
一
般
化
し
た
「
記
憶
法
」

の
概
念
に
該
当
す
る
か
否
か
は
別
問
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
つ
ま
り
最
近
の
学
術
用
語
と
し
て
の
「
記
憶
法
」

は
、「
常
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
扱
い
を
受
け
る
歴
史
に
つ
い
て
の
官
製
の
解
釈
を
宣
言
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
、
現
行
法
令
及
び
法
令

案
を
指
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
（
28
）

。
こ
の
目
的
に
加
え
て
、
内
容
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
い
え
ば
、「『
歴
史
上
の
人
物
、
日
付
、
象
徴
お
よ

び
出
来
事
に
関
す
る
特
定
の
見
解
を
規
定
ま
た
は
禁
止
す
る
』
こ
と
に
資
す
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
る
（
29
）

。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て

は
、
い
ず
れ
も
「
記
憶
法
」
に
該
当
す
る
法
令
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
二
）　
言
語
間
に
お
け
る
「
記
憶
法
」
の
意
味
の
差
異

次
に
、
言
語
間
に
お
け
る
「
記
憶
法
」
の
意
味
の
差
異
に
つ
い
て
で
あ
る
。
異
な
る
言
語
の
場
合
、
お
お
よ
そ
同
じ
も
の
を
指
す
語
で

あ
っ
て
も
、
わ
ず
か
ば
か
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
と
い
う
現
象
は
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
同
じ
も
の
を
指
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
語
で
あ
っ
て
も
、（
ま
っ
た
く
）
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
（
30
）

。
こ
こ
で
は
「
記
憶
法
」
と
い
う
語
が

主
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
の
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
、
そ
の
差
異
を
比
較
す
る
。

英
語
で
の
「
記
憶
法
（m

em
ory law

s

）」
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
「
記
憶
法
（lois m

ém
orielles

）」
に
相
当
す
る
語
で
あ
る
（
31
）

。
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
相
当
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
単
語
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
言
語
で
あ
る
た
め
、
当
然
な
が
ら
、「m

em
ory 

law
s

」
と
「lois m

ém
orielles

」
と
で
は
、
そ
の
意
味
が
完
全
に
一
致
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
32
）

。
英
語
で
の
「
記
憶
法
（m

em
ory 

（
五
一
三
）
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law
s

）」
は
、「
歴
史
的
な
記
憶
を
統
制
す
る
法
令
（law

s regulating historical m
em

ory

）」
や
「
単
に
記
憶
に
関
す
る
法
令
（sim

ply law
s 

on m
em

ory

）」
を
意
味
し
て
い
る
（
33
）

。

こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
記
憶
法
（lois m

ém
orielles

）」
は
、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
主
義
を
処
罰
す
る
立
法
、
ま
た
は
、
特

定
の
出
来
事
を
人
道
に
対
す
る
罪
と
認
定
し
つ
つ
も
、
そ
の
否
認
を
禁
止
ま
で
は
し
な
い
立
法
を
指
す
言
葉
と
し
て
」
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
（
34
）

。
そ
の
た
め
、「m

em
ory law

s

」
は
、「lois m

ém
orielles

」
に
比
べ
て
よ
り
広
い
概
念
と
な
っ
て
い
る
（
35
）

。

な
お
、
英
仏
以
外
の
言
語
に
お
け
る
「
記
憶
法
」
の
意
味
は
、「
フ
ラ
ン
ス
語
モ
デ
ル
と
英
語
モ
デ
ル
と
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
（
36
）

」。

た
だ
し
、「
記
憶
法
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、
た
い
て
い
、「
過
去
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
表
現
を
統
制
す
る
す
べ
て
の
法

令
」
と
い
う
意
味
で
、
と
り
わ
け
、
こ
の
意
味
に
含
ま
れ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
の
禁
止
や
こ
れ
と
同
種
の
法
令
を
指
し
て
、
こ
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
（
37
）

。

二
　「
記
憶
法
」
の
分
類

「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
は
、
分
類
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
分
類
に
用
い
る
こ
と
に
完
全
に
適
し
た
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
38
）

。
し
か
し
、「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
以
上
、
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
こ
の
概
念
は
整
理
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
類
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
五
一
四
）
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（
一
）　
狭
義
の
「
記
憶
法
」
と
広
義
の
「
記
憶
法
」

ま
ず
、「
記
憶
法
」
に
は
、
狭
義
の
「
記
憶
法
」
と
広
義
の
「
記
憶
法
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
39
）

。

狭
義
の
「
記
憶
法
」
は
、
ま
さ
に
特
定
の
事
象
に
対
し
て
直
接
的
に
向
け
ら
れ
た
も
の
を
指
す
。
つ
ま
り
、
特
定
の
歴
史
に
対
す
る

「
記
憶
法
」
で
あ
る
。
こ
の
狭
義
の
「
記
憶
法
」
に
該
当
す
る
形
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
法
令
に
は
、
た
と
え
ば
、
特
定
の
歴
史
的
見
解

を
表
明
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
や
特
定
の
歴
史
的
出
来
事
に
関
係
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
建
造
を
認
め
る
法
令
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

前
者
は
、
公
的
な
見
解
を
積
極
的
に
表
明
す
る
も
の
、
後
者
は
、
消
極
的
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
広
義
の
「
記
憶
法
」
は
、「
公
の
記
憶
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
（law

s affecting public m
em

ory

）」
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
、「
固
有
か
つ
い
っ
そ
う
広
範
な
現
象
」
と
さ
れ
て
い
る
（
40
）

。
こ
の
広
義
の
「
記
憶
法
」
は
、
記
憶
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
法
令
を

含
む
も
の
で
あ
る
た
め
、
直
接
的
に
だ
け
で
な
く
間
接
的
に
も
歴
史
観
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
法
令
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
極
右
や
極
左
と
い
っ
た
思
想
背
景
を
持
つ
政
党
の
存
在
を
認
め
な
い
よ
う
な
法
令
な
ど
が
、
ま
さ
に
こ
れ
に
包
含
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
マ
ル
ク
・
フ
ラ
ン
ジ
（M

arc F
rangi

）
は
、「
あ
る
事
実
の
実
在
を
承
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
規
範
性
を
持
た
な
い
も
の
」

を
狭
義
の
「
記
憶
の
法
律
」
と
し
、
狭
義
の
「
記
憶
の
法
律
」
に
あ
る
よ
う
な
目
的
に
加
え
て
、「
拘
束
力
あ
る
規
定
を
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
規
範
的
な
帰
結
を
引
き
出
す
も
の
」
を
広
義
の
「
記
憶
の
法
律
」
と
し
て
い
る
（
41
）

。
要
す
る
に
、
こ
の
定
義
は
、
昔
か
ら
存
在
し
て

い
た
「
公
の
記
憶
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
」
を
狭
義
と
し
、
こ
れ
に
昨
今
議
論
の
対
象
と
な
っ
た

─
ゲ
ソ
法
の
よ
う
な

─
「
罰
則
を

伴
う
」
法
令
を
含
め
た
も
の
を
広
義
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
一
五
）
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（
二
）　「
記
憶
法
」
の
中ハ

ー
ド
コ
ア核

と
周
辺
層

「
記
憶
法
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
核
と
周
辺
層
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
42
）

。
こ
の
分
け
方
に
よ
れ
ば
、「
記
憶
法
」
と
い
う

範
疇
に
は
、
中
核
と
こ
れ
を
と
り
ま
く
周
辺
層
と
が
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
、「
記
憶
法
」
と
い
う
範
疇
の
中
核
は
、
過
去
に
関
す
る
言

説
を
処
罰
す
る
立
法
を
中
心
に
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
43
）

。
こ
れ
に
対
し
て
周
辺
層
は
、
過
去
に
関
す
る
言
説
を
処
罰
す
る
に
至
ら
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
法
令
が
あ
げ
ら
れ
る
。

例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
法
令
の
内
容
に
は
、「
歴
史
的
な
出
来
事
に
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
評
価
を
与
え
、
そ
の
評
価
と
い
う
も
の
に

特
定
の
出
来
事
を
人
道
に
反
す
る
罪
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
、
宣
言
的
な
記
憶
法
」、「
国
家
の
象
徴
、
祝
日
、
記
念
日
、

記
念
式
典
に
関
す
る
法
令
」、「
歴
史
的
人
物
や
出
来
事
を
記
念
す
る
た
め
に
都
市
や
通
り
及
び
公
共
機
関
の
名
称
変
更
を
す
る
法
令
」、

「
博
物
館
の
創
設
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
建
立
及
び
ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
理
に
関
す
る
法
令
」、「
歴
史
教
育
を
統
制
す
る
教
育
を
行
う
こ
と
に

関
す
る
法
令
」、「
退
役
軍
人
に
関
す
る
立
法
及
び
戦
死
し
た
兵
士
の
記
憶
に
関
す
る
立
法
」、「（
た
と
え
ば
パ
リ
コ
ミ
ュ
ー
ン
や
ス
ペ
イ
ン
内

戦
と
い
っ
た
よ
う
な
）
特
定
の
歴
史
的
出
来
事
に
参
加
し
た
こ
と
へ
の
恩
赦
を
認
め
る
法
令
、
ま
た
は
抑
圧
に
よ
る
犠
牲
者
の
名
誉
を
回
復

す
る
法
令
及
び
過
去
の
不
法
行
為
に
対
す
る
補
償
を
行
う
法
令
」、「
以
前
の
体
制
の
協
力
者
か
ら
公
共
機
関
を
清
め
る
こ
と
を
目
指
す
浄

化
法
」、
そ
し
て
、「
特
定
の
象
徴
、
政
党
及
び
（
歴
史
的
評
価
を
含
ん
だ
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
禁
止
す
る
法
令
」
が
あ
る
（
44
）

。
な
お
、
こ
れ
ら

の
列
挙
が
「
記
憶
法
」
の
形
態
の
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
45
）

。

列
挙
さ
れ
た
周
辺
層
と
さ
れ
る
「
記
憶
法
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
記
憶
法
」
は
、「
歴
史
的
な
記
憶
を
統
制
す
る
と
い
う
こ
と
」
に

と
ど
ま
っ
て
い
な
い
（
46
）

。「
記
憶
法
」
は
周
辺
層
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
歴
史
的
な
記
憶
の
統
制
か
ら
離
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
逆
に
、
法
令
が
含
ん
で
い
る
「
記
憶
と
い
う
要
素
（m

em
orial com

ponent

）」
が
明
白
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
よ

（
五
一
六
）
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り
範
疇
の
中
心
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
47
）

。

な
お
、「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
自
体
は
、
こ
の
範
疇
の
中
核
に
あ
た
る
法
令
が
出
現
し
た
の
ち
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

周
辺
層
の
「
記
憶
法
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
法
令
の
種
類
の
ほ
と
ん
ど
が
「
記
憶
法
」
と
い
う
概
念
の
出
現
よ
り
も

は
る
か
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
（
48
）

。

（
三
）　
罰
則
の
有
無
か
ら
み
た
「
記
憶
法
」
の
分
類

罰
則
の
有
無
か
ら
み
た
「
記
憶
法
」
の
分
類
に
は
、「
記
憶
法
」
を
、
ま
ず
、「
非
規
制
的
（non-regulatory

）」
規
範
と
「
規
制
的

（regulatory

）」
規
範
と
に
二
分
し
、「
規
制
的
」
規
範
を
「
罰
則
を
伴
う
（punitive

）」
規
範
と
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
（non-punitive

）」

規
範
と
に
さ
ら
に
二
分
す
る
分
類
方
法
が
あ
る
（
49
）

。

「
非
規
制
的
」
規
範
は
、「
反
対
意
見
の
表
明
を
処
罰
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
、
過
酷
な
過
去
に
荘
厳
さ
を
付
与
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ

た
、
純
粋
に
『
宣
言
的
な
（declaratory

）』
も
の
」
で
あ
る
（
50
）

。
つ
ま
り
、「
非
規
制
的
」
規
範
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
宣
言
的
」
規
範
な

の
で
あ
り
、「
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
宣
言
的
規
範
は
、
罰
則
を
伴
わ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
非
規
制
的
」
な
の
で
あ

る
（
51
）

。「
規
制
的
」
規
範
の
う
ち
、「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
は
、「
別
様
の
意
見
を
罰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
抑
圧
的
な
も
の
」
で
あ
る
（
52
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
の
よ
う
に
、
処
罰
規
定
を
包
含
し
て
い
な
い
も
の
の
、「
特
定

の
行
為
を
す
る
権
限
を
政
府
に
与
え
る
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
（
53
）

。「
記
憶
法
」
を
分
類
す
る
際
に
「
宣
言
的
」
規
範
と
「
罰
則
を
伴
う
」

規
範
と
の
二
項
で
は
な
く
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
を
分
類
で
用
い
た
背
景
と
し
て
、
こ
の
二
項
だ
け
で
は
、
前
述
の
狭
義
の
「
記

（
五
一
七
）
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憶
法
」
と
い
う
概
念
を
と
ら
え
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
54
）

。
つ
ま
り
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、「
単
に
宣
言
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
よ
り
は
、
罰
則
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
法
令
」
な
の
で
あ
る
（
55
）

。
こ
の
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
の
例
と
し
て
は
、
記

念
庭
園
、
記
念
切
手
あ
る
い
は
国
民
の
祝
日
を
定
め
る
法
令
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
56
）

。

「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、
直
接
的
に
そ
の
歴
史
的
な
出
来
事
に
対
し
て
見
解
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
罰
則

を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、
記
念
物
や
祝
日
と
い
う
よ
う
に
、
有
形
無
形
の
何
ら
か
の
形
に
す
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
公
的
な
歴
史
的
見
解

を
示
し
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
は
、
人
々
に
対
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
、
歴
史
的
出
来
事
へ

の
公
的
な
評
価
を
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
直
接
的
に
見
解
を
表
明
す
る
「
宣
言
的
」
規
範
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、

表
明
は
間
接
的
で
あ
る
が
そ
の
内
容
に
関
し
て
積
極
的
な
影
響
力
を
随
伴
す
る
の
が
「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
な
の
で
あ
る
。

そ
う
と
は
い
え
、「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
も
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
罰
則
を
伴
っ
て
自
由
を
制
約
す
る
」、
あ
る

い
は
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
が
一
定
の
国
家
行
為
を
定
め
る
よ
う
な
や
り
方
で
、
行
為
を
行
う
権
限
を
認
め
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
歴

史
認
識
に
関
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
手
段
は
異
な
る
も
の
の
、「
規
制
的
」
だ
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
（
57
）

。

な
お
、
前
述
の
「
記
憶
法
」
の
定
義
に
お
け
る
、「
禁
止
す
る
（proscribe

）」
と
い
う
語
と
「
規
定
す
る
（prescribe

）」
と
い
う
語
に

着
目
す
る
と
、
前
者
の
語
は
、「
罰
則
を
伴
う
」
規
範
を
、
後
者
の
語
は
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
規
範
と
「
宣
言
的
」
規
範
の
両
方
を
含

ん
で
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
58
）

。

（
五
一
八
）
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三
　「
記
憶
法
」
に
か
か
わ
る
論
争

（
一
）　
罰
則
の
有
無
と
論
争

「
記
憶
法
」
の
是
非
が
激
し
い
議
論
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
、「
罰
則
を
伴
う
」
法
令
に
限
ら
な
い
。
激
し
い
議
論
の
対
象
に
は
、
罰
則
を

伴
わ
な
い
「
記
憶
法
」
で
さ
え
も
な
り
う
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
へ
の
加
担
や
大
西
洋
横
断
奴
隷
貿
易
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
知
す
る
よ
う
な

善
意
の
「
宣
言
的
」
法
令
で
す
ら
、「
学
術
的
能
力
が
追
い
つ
か
な
い
領
域
に
介
入
す
る
政
府
を
過
剰
に
支
援
す
る
こ
と
」
で
、「
歴
史
研

究
を
不
当
に
歪
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
す
る
人
は
多
い
」
の
で
あ
る
（
59
）

。

た
と
え
ば
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
法
令
が
問
題
と
な
っ
た
例
と
し
て
は
、
二
〇
一
四
年
に
、「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー

占
領
七
〇
周
年
追
悼
記
念
碑
設
置
（
60
）

」
に
対
す
る
非
難
が
各
方
面
か
ら
相
次
い
だ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
（
61
）

。
批
判
が
相
次
い
だ
の
は
、「
ナ
チ

ス
の
」
行
っ
た
残
虐
行
為
に
向
け
た
も
の
と
し
て
記
念
碑
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
ホ
ル
テ
ィ
体
制
が
こ
れ
に
加
担
し
た
と
い
う
ハ

ン
ガ
リ
ー
側
の
罪
を
隠
蔽
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
（
62
）

。

な
お
、
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
限
ら
な
い
。「
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
妃
ダ
イ
ア
ナ
記

念
噴
水
の
よ
う
に
無
害
に
み
え
る
も
の
で
す
ら
、
君
主
主
義
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
だ
と
の
侮
蔑
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
」
の
で
あ
る
（
63
）

。

「
宣
言
的
」
な
も
の
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
例
と
し
て
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
っ
て
ア
ル
メ
ニ
ア
人
大
量
虐
殺
が
な
さ
れ
た
こ
と

を
認
定
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
決
議
が
あ
る
（
64
）

。
こ
の
二
〇
一
六
年
の
決
議
は
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ト
ル
コ
の
強
い
反
発
を
引
き
起
こ
し

て
い
る（65
）

。

（
五
一
九
）
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（
二
）　
国
家
体
制
と
「
記
憶
法
」
と
の
関
係

国
家
が
民
主
主
義
国
家
と
し
て
成
熟
し
て
い
る
場
合
、「
宣
言
的
」
ま
た
は
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」「
記
憶
法
」
の
存
在
は
、
歴
史
解
釈

を
伴
っ
た
議
論
に
お
い
て
、
国
家
が
中
立
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
中
立
と
は
あ
く
ま
で
、

国
家
が
議
論
に
介
入
し
、
特
定
の
見
解
を
発
す
る
も
の
を
罰
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
現
行
為
を
規

制
す
る
に
あ
た
っ
て
の
価
値
中
立
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
が
こ
の
点
で
の
中
立
的
な
立
場
を
失
う
の
は
、
要
す
る
に
、「
罰
則
を
伴
う
」
法

令
（「
記
憶
法
」）
を
介
し
て
、
表
現
規
制
に
価
値
判
断
を
持
ち
込
む
場
合
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
表
現
規
制
に
価
値
判
断
を
持
ち
込
む
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
は
、
立
場
上
、
歴
史
的
な
見
解
に
対
し
て
完
全
に
中

立
の
存
在
た
り
え
な
い
。
国
家
は
、「
必
然
的
に
、
歴
史
に
つ
い
て
特
定
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
え
な
い
」
の
で
あ
る
（
66
）

。「
認
可
さ
れ
た
す
べ
て
の
小
学
校
の
歴
史
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、」
ま
さ
に
、「
特
定
の
歴
史
解
釈
に
お
墨
付

き
を
与
え
る
も
の
」
で
あ
る
（
67
）

。
我
が
国
に
つ
い
て
い
え
ば
、
教
科
書
検
定
と
い
っ
た
も
の
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
い
え
る
。
そ
う
は

い
っ
て
も
、「
完
全
な
倫
理
性
ま
た
は
政
治
的
中
立
性
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
歴
史
教
育
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
現
代
民
主
主

義
国
家
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
」
の
で
あ
る
（
68
）

。

な
お
、
非
民
主
主
義
的
ま
た
は
準
民
主
主
義
的
な
体
制
に
お
い
て
、
歴
史
に
関
す
る
独
自
の
公
的
見
解
が
宣
言
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
公

的
な
歴
史
的
見
解
は
、
歴
史
調
査
と
歴
史
教
育
に
と
っ
て
の
大
き
な
障
害
と
な
り
う
る
（
69
）

。

（
五
二
〇
）
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四
　「
記
憶
法
」
の
強
度

（
一
）　
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度

「
記
憶
法
」
と
い
え
ど
、
こ
こ
ま
で
あ
げ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
。
個
々
の
「
記
憶
法
」
を
見
て
い
く
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
「
記
憶
法
」
が
ど
の
程
度
強
力
で
あ
る
の
か
は
、
第
一
に
、
そ
の
法
令
の
内
容
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、「
罰
則
を
伴
う
」
法
令
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
が
強
度
の
基
準
の
一
つ
と
な
り
う
る
。

前
述
の
と
お
り
、「
記
憶
法
」
は
、
た
と
え
「
罰
則
を
伴
う
」
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
制
定
や
存
在
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
の
対
象
に
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、「
宣
言
的
」
で
あ
っ
た
り
、「
罰
則
を
伴
わ
な
」
か
っ
た
り
す
る
場
合
、

「
記
憶
法
」
を
通
し
た
公
的
な
歴
史
的
見
解
の
表
明
は
、
専
制
制
の
国
な
ど
で
な
い
限
り
、
通
常
、
公
的
な
見
解
と
相
容
れ
な
い
見
解
の

自
由
な
表
明
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
罰
則
を
伴
う
」
法
令
は
、
特
定
の
歴
史
的
見
解
の
表
明
な
ど
を
理
由
に
罰
則

を
科
す
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
表
現
の
自
由
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
や
す
い
の
は
、
基
本
的
に
、
こ
の
「
記
憶
法
」
の
う
ち
「
罰
則
を
伴
う
」
も
の
に

対
し
て
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
記
憶
法
」
は
、
罰
則
を
通
し
て
表
現
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
諸
権
利
を
制
約
す
る
。
こ
の
た
め
、「
宣

言
的
」
な
場
合
ま
た
は
「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
場
合
よ
り
も
、「
記
憶
法
」
と
し
て
は
、「
罰
則
を
伴
う
」
場
合
の
ほ
う
が
単
純
に
実
体
と

し
て
強
力
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
特
定
の
行
為
を
す
る
権
限
を
政
府
に
与
え
る
と
い
う
点
で
は
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
方
が
「
宣

言
的
」
な
も
の
よ
り
強
力
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、「
罰
則
を
伴
う
」
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
令
に
よ
っ
て
、
処
罰
の
対
象
と

な
る
行
為
や
処
罰
内
容
の
強
弱
と
い
っ
た
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
処
罰
対
象
と
な
る
行
為
の
幅
が
広
か
っ
た
り
、
処
罰

（
五
二
一
）
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内
容
が
よ
り
重
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
諸
権
利
を
よ
り
制
約
し
う
る
法
令
の
方
が
、
当
然
な
が
ら
強
力
な
「
記
憶
法
」
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
述
の
定
義
で
扱
っ
た
「
記
憶
法
」
の
中
核
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
強
力
な
「
記
憶
法
」
と
な
り
、
周
辺
層

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
歴
史
的
な
記
憶
の
統
制
か
ら
離
れ
る
た
め
（
70
）

、
弱
い
「
記
憶
法
」
と
い
え
る
。

と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
規
定
が
ど
の
程
度
強
力
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
明
白
な
強
度
の
数
値
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
た
め
、

強
弱
を
判
断
す
る
に
し
て
も
、
罰
則
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
強
い
と
か
、
罰
則
が
よ
り
厳
し
い
か
ら
強
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
判
断
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
た
め
、
明
確
に
数
値
化
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
法
令
の
実
体
の
み
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
、
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
記
憶
法
」
の
絶
対
的
な
強
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法

令
の
内
容
で
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
、「
記
憶
法
」
の
法
令
と
し
て
の
強
度
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
絶
対
的
な
強
度

に
基
づ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
い
う
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
と
い
う
点
か
ら
見
た
場
合
、

欧
州
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
立
法
は
、
一
般
的
に
、
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
二
）　
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度

「
記
憶
法
」
の
強
度
は
、
相
対
的
な
面
か
ら
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
は
、「
記
憶
法
」

が
制
定
さ
れ
た
国
と
そ
の
「
記
憶
法
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
度
合
と
、「
記
憶
法
」
の
実
体
の
強
度
（
絶
対
的
な

「
記
憶
法
」
の
強
度
）
と
の
比
例
ま
た
は
反
比
例
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
判
別
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
該
国
と
出
来
事
と
の
関
係
性
が
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
に

対
し
て
比
例
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
記
憶
法
」
は
、
相
対
的
に
弱
い
「
記
憶
法
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
五
二
二
）



歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察
（
田
上
）

三
八
一

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
立
法
を
例
に
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
い
え
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
っ
て
い
た
国
は
、
当
然

な
が
ら
、
何
も
か
か
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
国
に
比
べ
る
と
関
係
性
は
高
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
そ
の
現
場
と
な
っ
た
国
や
そ
れ
を
起
こ
し

た
と
さ
れ
る
国
、
地
域
な
ど
は
、
さ
ら
に
関
係
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
う
い
っ
た
国
々
が
ホ
ロ

コ
ー
ス
ト
を
否
認
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
（「
記
憶
法
」）
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
相
対
的
に
弱
い
「
記
憶
法
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

他
国
よ
り
関
係
性
の
強
い
国
が
他
国
よ
り
も
絶
対
的
に
強
力
な
「
記
憶
法
」
を
制
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
相
対
的
な
観
点
か
ら
い
け
ば
、

そ
う
い
っ
た
法
令
は
、
弱
い
「
記
憶
法
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

逆
に
、
あ
る
国
が
歴
史
的
な
出
来
事
と
あ
ま
り
か
か
わ
り
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
記
憶
法
」
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
と
り
わ

け
、
厳
し
い
罰
則
規
定
を
含
む
よ
う
な
絶
対
的
に
強
力
な
「
記
憶
法
」
を
制
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
相
対
的
に
強
力
な
「
記
憶

法
」
と
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
非
常
に
政
治
的
な
干
渉
の
様
相
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
く
つ
か
の
国

が
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
と
い
っ
た
観
点
か
ら
い
え
ば
同
じ
く
ら
い
強
力
な
「
記
憶
法
」
を
制
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
歴
史

的
出
来
事
と
の
関
係
が
あ
る
国
と
あ
ま
り
な
い
国
と
で
は
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

欧
州
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
認
立
法
や
旧
東
側
諸
国
に
お
け
る
脱
共
産
主
義
的
な
法
令
は
、
こ
の
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度

か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
差
は
あ
る
も
の
の
、
相
対
的
に
弱
い
も
の
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、「
記
憶
法
」
を
一
切
制
定
し
て
い
な
い
場
合
、「
記
憶
法
」
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
で
、
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
「
記
憶

法
」
の
強
度
は
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
国
が
他
国
に
あ
る
「
記
憶
法
」
の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い
る
歴
史
的
な
出

来
事
と
あ
ま
り
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
歴
史
的
な
出
来
事
に
か
か
わ
る
「
記
憶
法
」
を
国
が
制
定
し
な
い
の
は
、

な
ん
ら
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
意
味
も
な
く
他
国
間
の
歴
史
問
題
に
踏
み
込
ん
で
も
厄
介
事
に
巻
き
込
ま
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
五
二
三
）
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こ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
関
係
は
深
い
も
の
の
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
「
記
憶
法
」
を
一
切
制
定
し
て
い
な
い
と
い
う
場

合
も
考
え
ら
れ
る
（
71
）

。
い
ず
れ
も
、「
記
憶
法
」
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
で
、「
記
憶
法
」
に
よ
る
表
現
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
諸
権
利

へ
の
制
約
が
一
切
な
さ
れ
な
い
た
め
、
何
ら
か
の
「
記
憶
法
」
が
存
在
す
る
場
合
よ
り
表
現
の
自
由
に
対
し
て
よ
り
寛
容
な
姿
勢
で
あ
る

と
い
え
る
。

相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
反
比

例
し
て
、「
記
憶
法
」
が
よ
り
「
規
制
的
」
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
単
に
「
規
制
的
」
で
な
い
場
合
と
比
べ
て
、
諸
権
利
に
対
し
て
よ
り

寛
容
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
そ
の
出
来
事
と
の
関
係
の
深
い
国
が
被
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
側
で
あ
る
場
合
、
諸
権
利
に

対
し
て
比
較
的
寛
容
と
い
え
る
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
手
に
対
す
る
「
赦
し
」
の
要
素
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
逆
に
加
害
側
と
さ
れ
る
国
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
場
合
（
つ
ま
り
、
絶
対
的
に
弱
い
「
記
憶
法
」
し
か
制
定
し
な
い
場
合
、
ま
た

は
「
記
憶
法
」
を
一
切
制
定
し
て
い
な
い
場
合
）、
非
難
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
は
、
表
現
の
自
由
な
ど
へ
の
制
約
の
強
さ
と
い
う
絶
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
示
す
Ｘ

軸
と
、
対
象
と
な
る
歴
史
的
な
出
来
事
と
当
該
国
と
の
関
係
の
深
さ
を
示
す
Ｙ
軸
と
の
組
み
合
わ
せ
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）　
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
と
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
の
関
係

こ
れ
ま
で
の
「
記
憶
法
」
の
整
理
か
ら
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
相
対
的

な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
考
察
す
る
に
は
、
こ
こ
ま
で
で
触
れ
た
方
法
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
な
出

来
事
と
そ
の
国
と
の
関
係
度
合
を
み
る
際
に
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

（
五
二
四
）
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デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
は
、
国
家
を
失
い
、
各
地
に
離
散
し
た
こ
と
で
生
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
こ
と
を
指
す
。
本
来
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
も
の
を
指
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
な
い
（
72
）。

こ
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
、「
記

憶
法
」
で
扱
っ
た
歴
史
的
出
来
事
と
国
と
の
関
係
を
み
る
際
に
、
ど
の
よ
う
に
と
る
か
で
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
が
異
な
っ
て
く

る
。
な
お
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
単
な
る
移
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
あ
る
国
を
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
形
成
し
て
い
る
民
族
と
か
か
わ
り
の
あ
る
で
き
ご
と
に
対
す
る
関
係
性
が
あ

る
と
み
な
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
共
通
す
る
基
準
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
数
と
規
模
で
あ
る
。
そ
の
国
の
な
か
に
あ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
規
模
が
大
き
か
っ
た
り
、
数
が
多
か
っ
た

り
す
る
場
合
、
小
規
模
で
あ
っ
た
場
合
や
全
体
的
な
人
数
が
少
な
か
っ
た
場
合
と
比
べ
て
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
形
成
し
て
い
る
集
団
と
関

係
す
る
で
あ
ろ
う
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
関
係
度
合
も
高
い
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
た
と
え
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
構
成
民
族
が
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
抱
え
る
国
の
国
民

と
し
て
同
化
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
関
係
性
が
薄
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
化
し
て
い
け
ば
い

く
ほ
ど
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
一
員
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
国
の
一
員
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
73
）

。
そ
う
な
れ
ば
、
最
終
的
に
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
の
解
消
に
繋
が
る
こ
と
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。

第
三
に
、（
か
か
わ
り
方
に
も
よ
る
が
、）
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
形
成
に
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
が
関
係
し
て
い
た
場
合
に
は
、
か
か
わ
っ

て
い
な
い
場
合
に
比
べ
て
、
関
係
度
合
が
よ
り
強
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
形
成
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
歴
史
的
な
出
来

事
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
構
成
民
族
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
歴
史
的
な
出
来
事
な
の
か
で
は
、
そ
の
関
係
度

合
は
異
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
五
二
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
八
四

そ
の
う
え
で
、
お
お
よ
そ
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
、
国
内
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
は
存
在
す
る
が
、
国
自
体
は
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
が
薄
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
国
内
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
な
く
、
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
が
同
じ
く
ら
い
薄
い
国
と
比
べ
る
と
、
関
係
性
は
同
等

か
そ
れ
以
上
で
あ
る
と
い
え
る
。
当
然
な
が
ら
、
国
そ
の
も
の
が
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
が
強
い
場
合
よ
り
は
関
係
性
が

薄
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ
目
は
、
国
内
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
存
在
し
、
さ
ら
に
国
自
体
も
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
が
強
い
場
合
で
あ
る
。
こ

ち
ら
の
場
合
も
、
同
じ
く
ら
い
関
係
性
の
あ
る
国
と
比
べ
る
と
、
関
係
性
は
同
等
か
そ
れ
以
上
と
考
え
ら
れ
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、
そ
こ
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
存
在
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
国
が
特
定
の
歴
史
的
な
出
来
事
と
あ
ま
り
関
係
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
否
応
な
し
に
歴
史
認
識
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
（
74
）

。
そ
の
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
厄
介
な
歴
史
戦

に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る
（
75
）

。

次
に
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
あ
る
国
を
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
形
成
し
て
い
る
民
族
と
か
か
わ
り
の
あ
る
出
来
事
に
対
す
る
関
係
性
が
な
い

と
み
な
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
単
純
に
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
そ
の
国
と
の
関
係
性
の
み
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
た
め
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
の
判
断
は
、
前
述
の
も
の
よ
り
も
シ
ン
プ
ル
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、
国
と
そ
の
国
に
含
ま
れ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
構
成
民
族
と
か
か
わ
り
の
あ
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
性
を
一
切
認

め
な
い
こ
と
で
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
形
成
に
そ
の
歴
史
的
出
来
事
が
か
か
わ
っ
て
い
た
場
合
さ
え
も
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
、
一
切
考
慮
に
入
れ
な
い
の
は
、
少
し
ば
か
り
極
端
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
分
析
す
る
際
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
と
ら
え
方
と
し
て
は
、
前
述
の
二
つ
の
折
衷
的
な

（
五
二
六
）
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も
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
国
と
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
と
の
関
係
性
を
考
え
る
際
に
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
形

成
に
対
象
と
な
る
歴
史
的
出
来
事
が
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
、
国
と
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
関
係
性
を
み
る
に
あ
た
っ
て
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ

を
考
慮
に
入
れ
、
そ
う
で
な
い
単
に
構
成
民
族
そ
の
も
の
と
関
係
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
歴
史
的
出
来
事
の
場
合
、
考
慮
に
入
れ
な
い
、
ま

た
は
少
し
ば
か
り
考
慮
す
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
存
在
す
る
国
が
単
に
歴
史
認
識
問
題
に
巻
き

込
ま
れ
た
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
関
係
の
あ
る
問
題
な
の
か
を
判
別
し
易
く
な
り
、
相
対
的
な
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
分
析
す
る
の
に

資
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

歴
史
と
政
治
と
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
76
）

、
政
治
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
る
法
律
も
ま
た
、
歴
史
と
関
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
歴
史
と
い
う
も
の
が
こ
の
世
に
存
在
し
、
人
間
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
認
識
さ
れ
て
い
る
以
上
、
人
間
に
よ
っ

て
作
り
だ
さ
れ
る
法
律
が
歴
史
と
何
か
し
ら
の
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
な
ん
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
人
間
社
会
が
存
在
す
る
限
り
、
法
律
は
、
本
質
的
に
過
去
の
出
来
事
に
関
す
る
公
式
見
解
を
映
し
出
す
」
の
で
あ
る
（
77
）

。
こ
れ
が
歴
史
認

識
の
法
律
化
な
ど
と
い
っ
た
か
た
ち
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
よ
う
に
表
現
の
自
由
を
制
約
す
る
よ
う
な

「
記
憶
法
」
も
含
ま
れ
る
。

本
稿
で
は
、「
記
憶
法
」
の
概
要
を
複
数
の
角
度
か
ら
ま
と
め
た
う
え
で
、
絶
対
的
と
相
対
的
の
二
つ
の
観
点
か
ら
「
記
憶
法
」
の
強

度
を
分
析
し
た
。「
記
憶
法
」
の
分
類
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
「
記
憶
法
」
を
分
類
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、
分
類

（
五
二
七
）
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の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
い
ず
れ
の
分
類
も
罰
則
の
存
在
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
着
目

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
本
稿
に
お
い
て
「
記
憶
法
」
の
強
度
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
罰
則
の
存
在
を
重
要
な
基
準
と
し

て
用
い
て
い
る
。

ま
た
、
本
稿
で
行
っ
た
「
記
憶
法
」
の
強
度
の
分
析
で
は
、
絶
対
的
な
強
度
と
相
対
的
な
強
度
と
い
う
観
点
に
加
え
て
、
デ
ィ
ア
ス
ポ

ラ
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。
単
に
法
令
に
よ
る
諸
権
利
の
制
約
の
強
度
だ
け
を
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
絶
対
的
な
強
度
の

み
を
み
れ
ば
こ
と
た
り
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
記
憶
法
」
は
、
単
純
に
諸
権
利
を
制
約
す
る
も
の
で
な
く
、
歴
史
と
い
う
要
素
を
不
可

欠
と
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
記
憶
法
」
は
、
歴
史
を
前
提
に
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、「
記
憶
法
」
に
か
か

わ
る
歴
史
と
国
と
の
関
係
を
み
ず
に
絶
対
的
な
強
度
の
観
点
か
ら
の
み
で
、
諸
権
利
に
対
す
る
強
い
制
約
で
あ
る
と
と
ら
え
て
し
ま
う
の

は
、
一
面
的
に
は
正
し
い
が
、
背
景
を
鑑
み
な
い
不
十
分
な
も
の
と
も
い
え
る
。

「
記
憶
法
」
に
は
、
表
現
の
自
由
な
ど
を
制
約
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
他
の
法
令
と
同
様
に
、
表
現
の
自
由
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
必

ず
し
も
そ
の
法
令
の
不
適
正
さ
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
国
の
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
表
現
の
自
由
ま
た
は
そ

れ
に
類
す
る
も
の
を
保
障
す
る
規
定
な
ど
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
仮
に
「
記
憶
法
」
で
語
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
事
実
が
「
真
実
」
で
な
か
っ
た
場
合
、
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
特

定
の
歴
史
的
な
見
解
に
対
す
る
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
憲
法
上
、
基
本
権
保
障
に
反
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
果
た
し
て
こ
の

よ
う
な
「
記
憶
法
」
は
適
正
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
記
憶
法
」
が
「
記
憶
法
」
と
し
て
適
正
で
あ
る
た
め
に
は
、
他
の
法

律
に
求
め
ら
れ
る
適
正
さ
だ
け
で
な
く
、
前
提
と
な
る
歴
史
の
し
っ
か
り
と
し
た
分
析
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
法
律
そ
の

も
の
と
し
て
の
適
正
は
も
ち
ろ
ん
、「
記
憶
法
」
の
内
容
を
議
論
す
る
こ
と
が
適
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
二
八
）
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現
在
、
我
が
国
に
お
い
て
、「
記
憶
法
」
の
う
ち
「
罰
則
を
伴
う
」
も
の
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、「
記
憶
法
」
自
体
は
普
遍
的
な
も
の

で
あ
る
た
め
、「
罰
則
を
伴
わ
な
い
」
も
の
は
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
認
識
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
今
後
、
我
が
国
に
お
い
て
も
「
罰
則
を
伴
う
」
法
令
の
制
定
に
向
け
た
議
論
が
高
ま
る
可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
、
我
が
国
に
関
係
す
る
「
記
憶
法
」
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
記
憶
法
」

の
問
題
と
い
う
の
は
、
我
が
国
に
と
っ
て
無
関
係
と
と
ら
え
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

今
後
は
、
地
域
ご
と
の
特
色
や
「
記
憶
法
」
よ
る
表
現
の
自
由
の
制
約
の
許
容
範
囲
な
ど
と
い
っ
た
点
か
ら
、
こ
の
「
記
憶
法
」
に
つ

い
て
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
1
） 

野
口
健
格
「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
「
歴
史
記
憶
文
書
セ
ン
タ
ー
」
と
「
歴
史
記
憶
回
復
協
会
」
の
現
状
と
課
題

─
歴
史
の
記
憶
へ
の
ア
ク
セ

ス
は
憲
法
上
の
保
護
の
対
象
と
な
る
か
？

─
」
中
央
学
院
大
学
『
法
学
論
叢
』
第
三
〇
巻
一
号
（
平
成
二
八
年
）
五
三
頁
。

（
2
） 

「
歴
史
」
と
「
記
憶
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
嶋
え
り
子
「
記
憶
の
承
認
を
考
え
る

─
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
関
連
の
記

憶
を
中
心
に

─
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
第
一
〇
六
号
（
平
成
二
六
年
）
九
頁
以
下
が
詳
し
い
。

な
お
、「
記
憶
は
集
団
間
の
闘
争
や
あ
る
集
団
に
よ
る
権
力
に
対
す
る
要
請
の
中
心
に
な
り
得
る
」
た
め
、「
記
憶
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
過
去
を
め

ぐ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
現
代
的
な
論
争
で
あ
る
」（
大
嶋
・
前
掲
註（
２
）九
頁
）。

（
3
） 

「
歴
史
記
憶
法
」
は
あ
く
ま
で
通
称
で
あ
る
。
黒
田
清
彦
「
ス
ペ
イ
ン
「
歴
史
の
記
憶
に
関
す
る
法
律
」
２
０
０
７
年
12
月
26
日
法
律
第
52
号
」

『
南
山
法
学
』
第
三
二
巻
第
一
号
（
平
成
二
〇
年
）
一
五
一
頁
以
下
で
は
、
正
式
名
称
を
「
市
民
戦
争
お
よ
び
独
裁
の
間
に
迫
害
ま
た
は
侵
害
を
受

け
た
者
の
権
利
を
承
認
し
て
拡
大
し
救
済
手
段
を
設
け
る
た
め
の
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
六
日
法
律
第
五
二
号
（L

E
Y

 52/2007, de 26 de 

diciem
bre, por la que se reconocen y am

plían derechos y se establecen m
edidas en favor de quienes padecieron persecución o 

violencia durante la guerra civil y la dictadura

）」
と
訳
し
て
い
る
。
加
藤
伸
吾
「
ス
ペ
イ
ン
「
歴
史
記
憶
法
」
の
成
立
過
程
（
２
０
０
４

（
五
二
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
八
八

～
２
０
０
８
年
）」『
外
務
省
調
査
月
報
』
二
〇
〇
八
年
度
第
四
号
（
平
成
二
〇
年
）
一
頁
以
下
で
は
、
正
式
名
称
を
「
内
戦
及
び
独
裁
の
間
迫
害

あ
る
い
は
暴
力
に
苦
し
ん
だ
人
々
の
た
め
、
権
利
を
認
知
及
び
拡
張
し
措
置
を
定
め
る
法
律
」、
通
称
を
「
歴
史
記
憶
法
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、

遠
藤
美
純
「
ス
ペ
イ
ン
「
歴
史
的
記
憶
法
」
と
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
」
創
価
大
学
社
会
学
会
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
カ
』
第
三
五
巻
第
一
・
二
号
（
平
成
二
三

年
）
一
〇
五
頁
以
下
で
は
、
正
式
名
称
を
「
内
戦
お
よ
び
独
裁
期
に
迫
害
あ
る
い
は
暴
力
を
受
け
た
人
々
の
た
め
、
権
利
を
承
認
し
拡
大
し
措
置
を

定
め
る
法
律
」、
通
称
を
「
歴
史
的
記
憶
法
」
と
訳
し
て
い
る
。

（
4
） 

曽
我
部
真
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
現
在
─
「
記
憶
の
法
律
」
を
め
ぐ
る
最
近
の
状
況
を
題
材
に
」
京
都
大
学
『
憲
法
問
題
』

第
二
五
巻
（
平
成
二
六
年
）
七
五
頁
以
下
で
は
、「lois m
ém

orielles

」
を
「
記
憶
の
法
律
」
と
訳
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「lois m

ém
orielles

」

も
「m

em
ory law

s

」
同
様
、「
記
憶
法
」
と
訳
し
て
用
い
る
。

（
5
） K

oposov, N
ikolay, M

E
M

O
R

Y
 L

A
W

S
, M

E
M

O
R

Y
 W

A
R

S
 

（C
am

bridge U
niversity P

ress, 2018

）, p. 1.

（
6
） 

ア
コ
ワ
イ
エ
委
員
会
と
は
、
記
憶
法
の
適
法
性
を
調
査
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
特
別
委
員
会
の
こ
と
で
あ
る
（Ibid

., p. 

3.

）。

（
7
） 

R
apport d

’in
form

ation
 fait au

 n
om

 d
e la m

ission
 d

’in
form

ation
 su

r les qu
estion

s m
ém

orielles, n

° 1262, enregistré à la 

P
résidence de l ’A

ssem
blée nationale le 18 novem

bre 2008, p. 11.

（
8
） H

einze, E
ric, “B

eyond ‘m
em

ory law
s ’: T

ow
ards a general theory of law

 and historical discourse, ” in A
ntonina B

akardjieva 

E
ngelbrekt and Joakim

 N
ergelius 

（eds.

）, L
aw

 an
d

 M
em

ory: A
d

d
ressin

g H
istorical In

ju
stice by L

aw
 

（C
am

bridge U
niversity 

P
ress, 2016

）, p. 6.

（
9
） 

こ
こ
で
い
う
反
対
者
に
は
、
ル
ネ
・
レ
モ
ン
（R

ené R
ém

ond
）
や
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
（P

ierre N
ora

）
と
い
っ
た
高
名
な
歴
史
家
や
、
小

説
家
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
シ
ャ
ン
デ
ル
ナ
ゴ
ル
（F

rançoise C
handernagor

）
な
ど
が
い
る
（K

oposov, op. cit., p. 1.

）。

（
10
） 

Ibid
.

二
〇
〇
五
年
の
引
揚
者
援
護
法
（
メ
カ
チ
ェ
ラ
法
）
を
き
っ
か
け
と
し
た
歴
史
認
識
問
題
に
対
す
る
新
た
な
問
題
提
起
と
し
て
、「
歴
史
の
自
由

ア
ピ
ー
ル
」
が
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
紙
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ピ
ー
ル
で
は
、
思
想
家
が
裁
判
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
、「『
自
由

（
五
三
〇
）



歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察
（
田
上
）

三
八
九

な
国
に
お
い
て
、
歴
史
的
真
理
を
確
定
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
は
議
会
や
司
法
権
で
は
な
い
』
と
し
て
、」
メ
カ
チ
ェ
ラ
法
を
含
む
四
つ
の

「『
歴
史
の
記
憶
』
関
連
の
法
律
」
の
廃
止
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。「
歴
史
の
自
由
ア
ピ
ー
ル
」
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
高
弘
「
戦
争
の
記
憶
と
記
憶
の

戦
争
─
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
植
民
地
主
義
の
評
価
を
め
ぐ
る
論
争
─
」
南
山
大
学
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
セ
ン
タ
ー
報
』
第
一
三
号
（
平
成
一
九
年
）

八
七
─
八
八
頁
に
よ
る
。

（
11
） K

oposov, op. cit., p. 1.

（
12
） 

正
式
な
法
律
名
は
、「『
人
種
差
別
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
そ
の
他
の
排
外
主
義
的
行
為
を
抑
圧
す
る
た
め
の
一
九
九
〇
年
七
月
一
三
日
法
』：
九
〇

─
六
一
五
号
法
（L

oi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprim
er tout acte raciste, antisém

ite ou xénophobe

）」
で
あ
る
。

ゲ
ソ
法
は
、「
民
族
・
人
種
・
国
民
・
宗
教
に
も
と
づ
く
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
法
律
」
で
あ
る
。
ゲ
ソ
法
の
九
条
は
、

一
八
八
一
年
の
出
版
自
由
法
を
改
正
す
る
条
項
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
八
〇
年
代
に
「
歴
史
学
の
常
識
に
反
し
て
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ

ヤ
人
虐
殺
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
見
解
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
て
」
き
た
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
に
、
一
九
四
五
年
の
「
ロ
ン
ド
ン
協
定
で
定
義

さ
れ
た
人
道
に
反
す
る
罪
で
有
罪
に
な
っ
た
組
織
の
メ
ン
バ
ー
そ
の
他
が
お
こ
な
っ
た
罪
を
否
定
す
る
見
解
を
な
ん
ら
か
の
手
段
に
よ
り
公
表
し
た

場
合
」
に
処
罰
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
る
。
ゲ
ソ
法
の
正
式
名
称
の
訳
及
び
概
要
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）八
八
─
八
九
頁
に
よ
る
。

ゲ
ソ
法
を
は
じ
め
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
記
憶
法
」
の
分
析
に
は
、
ほ
か
に
も
曽
我
部
・
前
掲
註（
４
）七
五
─
八
六
頁
や
松
沼
美
穂
「
植

民
地
支
配
の
過
去
と
歴
史
・
記
憶
・
法
　
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
論
争
か
ら
」
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
・
教
養
学
部
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
研
究
セ
ン
タ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』（
平
成
一
九
年
）
一
一
九
─
一
三
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
13
） 

正
式
な
法
律
名
は
、「『
一
九
一
五
年
の
ア
ル
メ
ニ
ア
に
お
け
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
確
認
す
る
二
〇
〇
一
年
一
月
二
九
日
法
』：
二
〇
〇
一
─

七
〇
号
法
（L

oi n

° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arm
énien de 1915

）」
で
あ
る
。
正
式
名
称

の
訳
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）八
八
頁
に
よ
る
。

（
14
） 

正
式
な
法
律
名
は
、「『
奴
隷
売
買
と
奴
隷
制
度
を
人
道
に
反
す
る
罪
と
認
め
る
二
〇
〇
一
年
五
月
二
一
日
法
』：
二
〇
〇
一
─
四
三
四
号
法

（L
oi nº 2001-434 du 21 m

ai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l ’esclavage en tant que crim
e contre l ’hum

anité

）」

で
あ
る
。
正
式
名
称
の
訳
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）八
八
頁
に
よ
る
。

（
五
三
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
九
〇

（
15
） 

正
式
な
法
律
名
は
、「『
フ
ラ
ン
ス
人
引
揚
者
に
対
す
る
国
家
の
感
謝
表
明
と
交
付
金
支
給
に
関
す
る
二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日
の
法
律
』：

二
〇
〇
五
─
一
五
八
号
法
（L

oi n

° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la N
ation et contribution nationale en 

faveur des F
rançais rapatriés

）」
で
あ
る
。
正
式
名
称
の
訳
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）八
〇
頁
を
参
照
し
た
。

（
16
） K

oposov, op. cit., p. 3.

（
17
） H

einze, op. cit., p. 6.

（
18
） A

rrêté du 8 octobre 1987 relatif à l ’apposition de la m
ention 

《m
ort en déportation

》 sur les actes ou jugem
ents déclaratifs 

de décès 

（J.O
.R

.F., 14 nov. 1987, p. 13295

）.

（
19
） 

こ
の
ア
レ
テ
は
、「
一
九
八
七
年
一
〇
月
八
日
付
の
、
退
役
軍
人
大
臣
補
佐
に
よ
る
ア
レ
テ
に
よ
っ
て
、
以
下
の
死
亡
確
認
証
書
ま
た
は
死
亡

確
認
判
決
に
『
強
制
収
容
所
で
の
死
亡
』
と
い
う
特
記
を
加
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
」
と
し
、
こ
の
文
言
に
次
い
で
、
対
象
者
の
氏
名
、
出
生
地
、

出
生
年
月
日
、
没
地
、
没
年
月
日
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
20
） L

oi du 2 juillet 1915.

（
21
） K

oposov, op. cit., p. 4.

本
文
に
あ
る
よ
う
な
特
記
（m

ention

）
に
は
、
ほ
か
に
、「
二
〇
一
二
─
一
四
三
二
号
法
（la loi n

°2012-1432 du 21 décem
bre 2012

）」

一
二
条
に
よ
る
「
国
民
役
務
の
た
め
の
死
」
と
い
う
特
記
が
あ
る
（S

ecrétariat G
énéral pour l ’A

dm
inistration, L

es m
en

tion
s, m

ise à 

jour : 28 octobre 2018 

（https://w
w

w
.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-service/m

onde-com
battant/les-m

entions/les-m
entions

） 

［O
nline A

vailable: 2019/3/14

］）。

（
22
） K

oposov, op. cit., p. 4.

（
23
） 

大
嶋
え
り
子
博
士
は
、「
記
憶
す
る
義
務
」
と
い
う
訳
を
用
い
て
い
る
（
大
嶋
・
前
掲
註（
２
）一
三
頁
、
大
嶋
え
り
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
に
関
連
す
る
記
憶
の
承
認

─
国
立
移
民
歴
史
館
の
事
例
を
中
心
に

─
」
日
本
政
治
学
会
『
年
報
政
治
学
』
第
六
五
巻
第
一
号
（
平

成
二
六
年
）
二
九
八
頁
）。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、「
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に
関
す
る
記
憶
の
義
務
は
ほ
と
ん
ど
市
民
的
な
義
務
」
と
な
っ
て
い
る
（
丸
岡
・
前
掲
註（
10
）

（
五
三
二
）



歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察
（
田
上
）

三
九
一

九
〇
頁
）。

（
24
） K

oposov, op. cit., p. 4.
（
25
） 

Ibid
.

（
26
） 

Ibid
.

（
27
） 

Ibid
., pp. 4-5.

（
28
） H

einze, op. cit., p. 6.

（
29
） 

Ibid
., p. 7.

（
30
） 

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
指
す
語
と
し
て
「
翻
訳
者
の
偽
り
の
友
人
（Л

ож
ны

е друзья переводчика

）」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
概
念

は
、「les faux am

is du traducteur

」
と
し
て
、
ケ
ス
ラ
ー
（M

axim
e K

oessler

）
と
デ
ロ
キ
ニ
ー
（Jules D

erocquigny

）
に
よ
っ
て

一
九
二
八
年
に
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（Гриш

кина Е.Н
. «Л

ож
ны

е друзья переводчика» как один из аспектов 
лексических трансф

орм
аций // А

ктуальны
е вопросы

 ф
илологической науки X

X
I века : сборник статей по 

материалам III Всероссийской научной конф
еренции молоды

х учены
х с меж

дународны
м участием 

（8 ф
евраля 2013 

г.

）. Ч
. 1. / Екатеринбург : У

рФ
У

, 2013. С. 364-365.

）。
人
は
、
い
ず
れ
か
の
言
語
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
別
の
言
語
に
非

常
に
そ
っ
く
り
な
単
語
が
出
て
く
る
と
、（
加
え
て
、
語
派
な
ど
が
同
じ
で
あ
れ
ば
特
に
、）
辞
書
を
引
か
ず
と
も
、
知
っ
て
い
る
言
語
と
同
じ
意
味

の
訳
語
を
当
て
て
し
ま
い
た
く
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
際
に
、
意
味
が
言
語
間
で
異
な
っ
て
い
る
場
合
、
誤
訳
が
生
じ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
う
る
こ
と
か
ら
、「
偽
り
の
友
人
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
と
「
ビ
リ
オ
ン
」
に

相
当
す
る
語
と
し
て
、
英
語
で
は
「billion

」、
ド
イ
ツ
語
で
は
「B

illion

」
と
い
う
単
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
に
す

る
と
、（
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
主
た
る
意
味
で
は
）
前
者
は
「
一
〇
億
」、
後
者
は
「
一
兆
」
で
あ
り
、
数
の
単
位
と
し
て
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ロ
シ
ア
語
の
「у

ウ
ロ
ド
リ
ヴ
ィ

родливы
й

」
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
の
「в

ウ
ロ
ド
ル
ィ
ヴ
ィ

родливий

」
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
露
語
「
醜
い
」
と
宇
語
「
美
し
い
」
と
い
っ
た

体
で
全
く
反
対
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。

（
31
） H

einze, op. cit., p. 6.

（
五
三
三
）
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（
32
） K

oposov, op. cit., p. 2.
（
33
） 

Ibid
.

（
34
） 

Ibid
., p. 1.

（
35
） 

Ibid
., p. 2.

（
36
） 

Ibid
.

（
37
） 

Ibid
.

（
38
） 

Ibid
., p. 1.

（
39
） H

einze, op. cit., p. 6.

（
40
） 

Ibid
.

（
41
） 

曽
我
部
・
前
掲
註（
４
）七
六
頁
参
照
。

（
42
） K

oposov, op. cit., p. 6.

（
43
） 

Ibid
.

（
44
） 

Ibid
.

（
45
） 

Ibid
.

（
46
） 

Ibid
.

（
47
） 

Ibid
.

（
48
） 

Ibid
.

（
49
） H

einze, op. cit., pp. 6-7.

（
50
） 

Ibid
., p. 6.

（
51
） 

Ibid
., p. 7.

（
52
） 

Ibid
., p. 6.

（
五
三
四
）
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（
53
） 

Ibid
.

（
54
） 

Ibid
.

（
55
） 

Ibid
.

（
56
） 

Ibid
.

（
57
） 

Ibid
., p. 7.

（
58
） 

Ibid
.

た
だ
、
こ
こ
で
の
分
類
に
お
い
て
、
特
定
の
歴
史
的
評
価
に
基
づ
い
て
金
銭
的
な
補
償
な
ど
を
行
う
「
記
憶
法
」
の
場
合
、
い
ず
れ
の
規
範
に
該

当
す
る
か
と
い
う
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
あ
く
ま
で
補
償
な
ど
は
歴
史
的
評
価
に
付
随
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ

の
類
の
「
記
憶
法
」
は
、「
宣
言
的
」
規
範
に
付
随
し
て
補
償
な
ど
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
歴
史
記
憶
法
」

一
〇
条
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
黒
田
・
前
掲
註（
３
）一
六
〇
頁
参
照
）。

（
59
） H

einze, op. cit., p. 8.

（
60
） 

こ
の
記
念
碑
設
置
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
三
一
日
の
官
報
に
お
い
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
に
よ
っ
て
そ
の
旨
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で

ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
九
日
に
ブ
タ
ペ
ス
ト
第
五
区
の
自
由
広
場
に
記
念
碑
を
設
置
す
る
こ
と
を
「
社
会
政
治
的
に
重
要
な
目

標
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
第
二
次
大
戦
中
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
占
領
さ
れ
て
か
ら
七
〇
年
の
節
目
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
を
受
け
た
ブ
タ
ペ
ス
ト
市
第
五
区
議
会
は
、
記
念
碑
設
置
を
賛
成
多
数
で
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
ガ
ー
ン
第
五
区
長
は
、
こ
の
記
念

碑
に
つ
い
て
、「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
占
領
を
手
助
け
し
た
者
を
讃
え
る
も
の
で
は
な
く
」「
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
主
権
が
停
止
し
た
こ
と
」
及
び
「
数
十

万
人
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
犠
牲
者
を
追
悼
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
説
明
し
た
。
以
上
の
設
置
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使
館

『
政
治
経
済
月
報
（
一
月
号
）』（
平
成
二
六
年
）
六
─
七
頁
に
よ
る
。

ま
た
、
オ
ル
バ
ー
ン
首
相
は
、
記
念
碑
に
つ
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
系
米
国
議
会
議
員
ら
へ
の
返
事
で
以
下
の
旨
を
説
明
し
て
い
る
。
首
相
は
、
こ
の
返

事
に
お
い
て
、
こ
の
記
念
碑
が
、
①
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
関
す
る
記
念
碑
や
記
念
館
が
す
で
に
別
途
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
、
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
記
念
碑
で
な
い
こ
と
、
②
自
由
を
奪
わ
れ
た
痛
み
に
対
し
て
戦
う
人
々
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
③
主
権
の
喪
失
が
国
民
の
生
命
や
国
家
全

（
五
三
五
）
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体
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
述
べ
て
い
る
。（O

rbán, V
iktor, “L

etter to C
ongressm

en ” 

（4. 

June 2014

）, B
udapest : http://accessibility.governm

ent.hu/dow
nload/0/6a/41000/L

etter%
20to%

20C
ongressm

en.pdf, accessed 

2017-11-30

）。

（
61
） H

einze, op. cit., p. 6.

非
難
や
抗
議
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ユ
ダ
ヤ
人
団
体
で
あ
る
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ユ
ダ
ヤ
教
連
盟
（M

azsihisz

）」
や
左
派
政
党
で
あ
る
社
会
党
や

「
共
に
二
〇
一
四
年
」、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
研
究
家
、
海
外
有
識
者
、
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ド
イ
ツ
大
使
館
な
ど
か
ら
あ
っ
た
（
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使

館
、
前
掲
『
政
治
経
済
月
報
（
一
月
号
）』
七
─
八
頁
参
照
）。
こ
れ
ら
の
結
果
、
当
初
計
画
し
て
い
た
日
の
記
念
碑
設
置
は
流
れ
た
（
在
ハ
ン
ガ

リ
ー
日
本
大
使
館
『
政
治
経
済
月
報
（
二
月
号
）』（
平
成
二
六
年
）
九
頁
参
照
）。
ま
た
、
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
米
国
大
使
館
か
ら
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

に
対
す
る
正
当
な
評
価
を
求
め
る
声
明
が
出
さ
れ
て
い
る
（
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使
館
『
政
治
経
済
月
報
（
四
月
号
）』（
平
成
二
六
年
）
一
一
頁

参
照
）。
結
果
と
し
て
、
記
念
碑
の
完
成
は
七
月
に
な
り
、
予
定
し
て
い
た
除
幕
式
典
は
中
止
さ
れ
た
（
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使
館
『
政
治
経
済

月
報
（
七
月
号
）』（
平
成
二
六
年
）
六
─
七
頁
参
照
）。
ま
た
、
記
念
碑
反
対
の
デ
モ
で
は
、「
歴
史
の
捏
造
と
幸
福
の
侵
害
」
へ
の
反
対
が
標
榜
さ

れ
た
（
在
ハ
ン
ガ
リ
ー
日
本
大
使
館
、
前
掲
『
政
治
経
済
月
報
（
四
月
号
）』
一
〇
頁
参
照
）。

（
62
） H

einze, op. cit., pp. 6-7.

（
63
） 

Ibid
., p. 7.

（
64
） V

gl. D
eutscher B

undestag, D
rucksache 18/8613, S

. 1ff.

（
65
） H

einze, op. cit., p. 8.

（
66
） 

Ibid
.

国
家
の
持
つ
歴
史
観
と
い
う
の
は
、
遺
産
と
い
っ
た
よ
う
な
文
化
財
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
文
化
財

は
、
あ
り
の
ま
ま
の
「
過
去
」
が
残
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て
そ
の
国
の
歴
史
観
に
基
づ
い
て
取
捨
選
択
さ
れ
る
た
め
、「
遺
産
を
保
全
す

べ
き
と
い
う
意
識
・
観
念
」
は
、
当
該
国
に
お
け
る
支
配
的
な
歴
史
観
の
支
え
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
四
方
田
雅
史
「「
両
義
的
遺
産
」
と

し
て
の
共
産
主
義
遺
産
─
チ
ェ
コ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
様
式
建
築
を
中
心
に
─
」
静
岡
文
化
芸
術
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
一
五
巻

（
五
三
六
）



歴
史
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察
（
田
上
）

三
九
五

（
平
成
二
六
年
）
四
五
頁
参
照
）。

（
67
） H

einze, op. cit., p. 8.
（
68
） 

Ibid
.

教
科
書
は
、
そ
の
国
の
歴
史
的
見
解
が
大
き
く
反
映
さ
れ
る
の
で
、
他
の
国
家
と
の
関
係
に
関
し
て
、
完
全
中
立
な
歴
史
と
な
り
え
な
い
の
で
あ

る
。
な
お
、
日
教
組
の
ド
ン
と
言
わ
れ
た
輿
石
東
が
か
つ
て
発
言
し
た
よ
う
な
教
育
の
政
治
的
非
中
立
性
（「
産
経
抄
」『
産
経
新
聞
』
平
成
二
九
年

三
月
四
日
、
第
一
頁
）
と
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
69
） H

einze, op. cit., p. 8.

た
と
え
ば
、
中
国
で
は
、
共
産
党
政
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
共
産
党
中
央
宣
伝
部
に
よ
っ
て
、
報
道
や
教
科
書
だ
け
で
な
く
、
書
籍
や
映
画
に

至
る
ま
で
す
べ
て
の
「
公
的
な
言
論
」
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
政
府
の
意
見
や
主
張
を
代
弁
す
る
こ
と
に
な
る
（
猪
狩

典
子
＝
庄
司
昌
彦
「
中
国
の
情
報
通
信
に
お
け
る
「
強
い
政
府
」
と
「
奔
放
な
社
会
・
市
場
」」
国
際
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
セ
ン
タ
ー
『
智
場
』
第
一
一
三
号
（
平
成
二
一
年
）
五
二
頁
参
照
）。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
同
様
に
制

約
さ
れ
る
た
め
、
天
安
門
事
件
と
い
っ
た
「
中
国
政
府
に
と
っ
て
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
含
む
サ
イ
ト
」
は
、
制
約
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る

（
市
川
類
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
係
る
米
国
・
中
国
間
の
通
商
・
外
交
動
向
」
情
報
処
理
推
進
機
構
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
よ
り
』

二
〇
〇
九
年
三
月
（
平
成
二
一
年
）
一
四
頁
参
照
）。
言
論
統
制
を
脅
か
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
対
し
て
中
国
政
府
が
投
入
し
た
「
通
信
の
接
続
規

制
や
遮
断
を
行
う
巨
大
検
閲
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
「
金
盾
（G

reat F
irew

all

）」
の
存
在
は
、
日
本
に
お
い
て
も
知
る
人
が
少
な
く
な
い
だ
ろ
う

（
猪
狩
＝
庄
司
・
前
掲
註（
69
）五
三
頁
参
照
）。
な
お
、
中
国
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
に
「
中
華
人
民
共
和
国
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
法
」

が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
山
本
賢
二
「
中
華
人
民
共
和
国
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
法
」
日
本
大
学
法
学
部
新
聞
学
研

究
所
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
一
一
号
（
平
成
三
〇
年
）
一
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
70
） K

oposov, op. cit., p. 6.

（
71
） 

た
だ
、
逆
に
一
切
「
記
憶
法
」
を
制
定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
法
的
な
力
は
、
現
存
す
る
法
律
を
通

じ
て
だ
け
で
な
く
、
法
律
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
働
く
の
で
あ
」
り
、「
表
向
き
は
中
立
を
装
う
、
す
な
わ
ち
表
面
的
に
は
静
観

（
五
三
七
）
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を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」「
本
質
的
に
倫
理
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
を
避
け
る
の
は
、
学
校
や
公
的
機
関
に
と
っ
て
力
と
な
る
」
の
で
あ
る

（H
einze, op. cit., p. 10.

）。

（
72
） 
早
尾
貴
紀
「
ユ
ダ
ヤ
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
、
そ
し
て
難
民
的
存
在
と
し
て
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
」
大
阪
経
済
法
科
大
学
『
ア
ジ

ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
一
号
（
平
成
一
五
年
）
三
頁
以
下
参
照
。

ユ
ダ
ヤ
系
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
井
口
泰
「
ユ
ダ
ヤ
系
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
経
済
発
展

─
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・

ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
移
民
政
策
」
移
民
政
策
学
会
『
移
民
政
策
研
究
』
第
六
号
（
明
石
書
店
、
平
成
二
六
年
）
九
六
頁
以
下
が
参
考
に
な
る
。

（
73
） 

「『
適
応
』
が
新
旧
の
文
化
が
混
ざ
り
合
っ
て
融
合
す
る
追
加
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
自
文
化
の
拒
絶
・
取
替
え
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
喪
失
を
必
要
と
し
な
い
の
に
対
し
、『
同
化
』
は
民
族
的
グ
ル
ー
プ
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
個
人
が
文
化
的
に
吸
収
・
併
合
さ
れ
、
民
族
性

の
過
剰
補
償
・
犠
牲
を
伴
う
も
の
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
森
田
京
子
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
サ
バ
イ
バ
ル
戦
略
」
日
本

質
的
心
理
学
会
『
質
的
心
理
学
研
究
』
第
三
号
（
平
成
一
六
年
）
二
四
頁
）。

ま
た
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
よ
う
に
文
化
的
な
境
界
が
引
か
れ
る
こ
と
で
、「
教
育
、
メ
デ
ィ
ア
、
小
説
、
記
念
館
、
見
物
な
ど
の
よ
う
な
さ
ま
ざ

ま
な
慣
行
に
お
い
て
現
れ
、
物
語
を
通
じ
て
人
び
と
の
共
通
の
経
験
、
歴
史
的
記
憶
に
関
す
る
意
識
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
慣
行
や
言

説
の
な
か
で
構
築
さ
れ
」
る
た
め
（
金
成
玟
「
流
動
す
る
「
境
界
」

─
60
─
80
年
代
に
お
け
る
日
韓
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
と
文
化
越
境
に
関
す
る
考

察

─
」
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
『
情
報
学
研
究
』
第
八
二
号
（
平
成
二
四
年
）
四
頁
）、
そ
の
他
の
国
民
と
同
化
す
る
こ
と
で
、
文
化
的
境

界
が
薄
れ
、「
歴
史
的
記
憶
に
関
す
る
意
識
」
も
薄
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
74
） 

た
と
え
ば
一
例
と
し
て
、
歴
史
問
題
に
絡
ん
で
、「
祖
国
に
存
在
感
を
誇
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
」「
韓
国
系
移
民
者
の
『
遠
距
離
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
』
と
、
そ
れ
に
連
動
す
る
韓
国
政
府
に
よ
る
『
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
関
与
政
策
』」
が
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
春

木
育
美
「
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
韓
国
系
移
民
者
に
よ
る
「
東
海
」
併
記
運
動
の
プ
ロ
セ
ス
と
背
景
」
移
民
政
策
学
会
『
移
民
政
策
研
究
』
第
七
号
（
明

石
書
店
、
平
成
二
七
年
）
一
七
九
頁
）。

（
75
） 

「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
意
識
に
基
づ
き
、
出
自
社
会
の
文
化
を
、
同
胞
お
よ
び
ホ
ス
ト
社
会
の
人
び
と
に
広
め
る
べ
く
活
動
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
も
し
く
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
を
指
す
概
念
と
し
て
、「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
白
水
繁
彦
「
デ
ィ
ア
ス
ポ

（
五
三
八
）



歴
史
に
か
か
わ
る
法
令
に
つ
い
て
の
考
察
（
田
上
）

三
九
七

ラ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
研
究

─
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
ブ
ラ
ジ
ル
映
画
祭
主
催
者
の
事
例

─
」
駒
澤
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
学
部
『Journal of G

lobal M
edia S

tudies

』
第
一
九
号
（
平
成
二
八
年
）
七
一
頁
以
下
）。

（
76
） 
政
治
は
、
記
憶
に
干
渉
す
る
こ
と
で
管
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
と
歴
史
は
、
無
関
係
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
丸

岡
・
前
掲
註（
10
）九
七
頁
参
照
）。

（
77
） H

einze, op. cit., p. 24.

（
五
三
九
）






